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頁 行 修正前 修正後 修正理由 
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21 

 

 

岡山県地域防災計画（原子力災害等対策編） 目次 

（略） 

第２編 原子力災害対策 

（略） 

 第２章 原子力災害事前対策 

（略） 

  第 11節 救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備 

（略） 

   ５ 防災業務関係者の安全確保関係 

（略） 

  第 14節 防災業務関係者の人材育成 

（略） 

 第３章 災害応急対策 

（略） 

  第３節 活動体制の確立 

（略） 

   ６ 防災業務関係者の安全確保 

（略） 

 

第１編 総 論 

第１章 総 則 

（略） 

第６節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 

（略） 

11 原子力事業者 

（略） 

 （９）環境モニタリング設備及び機器類の整備に関すること。 

 

（略） 

第２編 原子力災害対策 

（略） 

第２章 原子力災害事前対策 

第８節 緊急事態応急体制の整備 

（略） 

９ 広域的な応援協力体制の拡充・強化 

岡山県地域防災計画（原子力災害等対策編） 目次 

（略） 

第２編 原子力災害対策 

（略） 

 第２章 原子力災害事前対策 

（略） 

  第 11節 救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備 

（略） 

   ５ 緊急事態応急対策に従事する者の安全確保関係 

（略） 

  第 14節 緊急事態応急対策に従事する者の人材育成 

（略） 

 第３章 災害応急対策 

（略） 

  第３節 活動体制の確立 

（略） 

   ６ 緊急事態応急対策に従事する者の安全確保 

（略） 

 

第１編 総 論 

第１章 総 則 

（略） 

第６節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 

（略） 

11 原子力事業者 

（略） 

 （９）環境放射線モニタリング設備及び機器類の整備に関するこ

と。 

（略） 

第２編 原子力災害対策 

（略） 

第２章 原子力災害事前対策 

第８節 緊急事態応急体制の整備 

（略） 

９ 広域的な応援協力体制の拡充・強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力災害対策指針

に基づく修正 

原子力災害対策指針

に基づく修正 

 

 

 

 

原子力災害対策指針

に基づく修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力災害対策指針

に基づく修正 
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  県は、緊急時に必要な装備、資機材、人員、避難や避難退域時

検査（住民、車両、家庭動物、携行品等の放射線量の測定とい

う。以下同じ。）及び簡易除染等の場所等に関する広域的な応援

について、国の協力の下で体制の整備を図るとともに、原子力災

害時における広域的な応援を受けるため、隣接県等との応援協定

の締結及び県内の市町村間の応援協定締結の促進を図る。 

  また、県は、人形峠環境技術センターとの緊急時における協力

の内容等について、あらかじめ調整を行っておく。 

 

（略） 

第９節 避難受入活動体制の整備 

（略） 

２ 指定避難所等の整備等 

 （１）指定避難所等の整備 

（略） 

    県と鏡野町は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対

策のため、平常時から指定避難所のレイアウトや動線等を確

認しておくとともに、感染症患者が発生した場合の対応を含

め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な措

置を講じるよう努める。また、必要な場合には、ホテル、旅

館等の活用等を含めて、可能な限り多くの避難所の開設に努

める。 

    県は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養

者等の被災に備えて、平常時から、自宅療養者等が人形峠環

境技術センター周辺地域に居住しているか確認を行うよう努

めるとともに、必要に応じて、自宅療養者等に対し、避難の

確保に向けた情報を提供するよう努める。 

    また、鏡野町は、災害時には新型コロナウイルス感染症を

含む感染症の濃厚接触者を個室や避難所で専用の避難スペー

スに避難誘導する。 

（略） 

第11節 救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備 

（略） 

３ 医療活動用資機材及び原子力災害医療活動体制等の整備 

（略） 

 （２）県は、概ね３年ごとに、原子力災害拠点病院及び原子力災

  県は、緊急時に必要な装備、資機材、人員、避難退域時検査

（国からの指示に基づき、避難や一時移転を行う住民等に対し、

除染を実施すべき基準以下であるか否かを確認する検査。以下同

じ。）及び簡易除染等の場所等に関する広域的な応援について、

国の協力の下で体制の整備を図るとともに、原子力災害時におけ

る広域的な応援を受けるため、隣接県等との応援協定の締結及び

県内の市町村間の応援協定締結の促進を図る。 

  また、県は、人形峠環境技術センターとの緊急時における協力

の内容等について、あらかじめ調整を行っておく。 

（略） 

第９節 避難受入活動体制の整備 

（略） 

２ 指定避難所等の整備等 

 （１）指定避難所等の整備 

（略） 

    県と鏡野町は、感染症対策のため、平常時から指定避難所

のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患者

が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当

部局が連携して、必要な措置を講じるよう努める。また、必

要な場合には、ホテル、旅館等の活用等を含めて、可能な限

り多くの避難所の開設に努める。 

 

    県は、感染症の自宅療養者等の被災に備えて、平常時か

ら、自宅療養者等が人形峠環境技術センター周辺地域に居住

しているか確認を行うよう努めるとともに、必要に応じて、

自宅療養者等に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよ

う努める。 

    また、鏡野町は、災害時には感染症の濃厚接触者を個室や

避難所で専用の避難スペースに避難誘導する。 

 

（略） 

第11節 救助・救急、医療、消火及び防護資機材等の整備 

（略） 

３ 医療活動用資機材及び原子力災害医療活動体制等の整備 

（略） 

 （２）県は、概ね３年ごとに、原子力災害拠点病院及び原子力災

原子力災害対策指針

に基づく修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正 
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害医療協力機関が国の示す施設要件に合致しているか否かを

確認し、原子力災害医療体制の維持を図る。 

（略） 

 （８）安定ヨウ素剤については、適時･適切な配布･服用を行うた

めの平常時の配備や緊急時の手順・体制の整備が必要であるが、当

面は、県における備蓄と緊急時における配布手順などを明確にして

おく。 

 

 

（略） 

５ 防災業務関係者の安全確保関係 

 （１）県は、被ばくの可能性がある環境下で防災業務を行う県職

員がいる場合、緊急事態応急対策を行う防災業務関係者につ

いて国が定めた放射線防護に係る基準を適用する、または同

基準を参考として、当該防災業務関係者の放射線防護に係る

指標をあらかじめ定める。 

 （２）県は、国及び鏡野町等と協力し、被ばくの可能性がある環

境下で活動する防災業務関係者の安全確保のための資機材を

あらかじめ整備・維持管理する。 

 （３）県は、被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関

係者の安全確保のため、平常時から、国、鏡野町等及び人形

峠環境技術センターと相互に密接な情報交換を行う。 

 

（略） 

第14節 防災業務関係者の人材育成 

 県は、国と連携し、応急対策全般への対応力を高めることによ

り、原子力防災対策の円滑な実施を図るため、国、指定公共機関等

が防災業務関係者に向けて実施する原子力防災に関する研修の積極

的な活用を推進する等、人材育成に努める。 

 また、国及び防災関係機関と連携して、以下に掲げる事項等につ

いて防災業務関係者に対する研修を必要に応じ実施する。また、研

修成果を訓練等において具体的に確認し、緊急時モニタリングや原

子力災害医療の必要性など、原子力災害対策の特殊性を踏まえ、研

修内容の充実を図る。 

（略） 

第３章 災害応急対策 

害医療協力機関が国の示す指定要件に合致しているか否かを

確認し、原子力災害医療体制の維持を図る。 

（略） 

 （８）安定ヨウ素剤については、適時･適切な配布･服用を行うた

めの平常時の配備や緊急時の手順・体制の整備が必要であるが、当

面は、県における備蓄と緊急時における配布手順などを明確にして

おく。また、「原子力災害対策指針」等を参考に、安定ヨウ素剤の

服用の効果等について住民等へ日頃から周知徹底に努めるものとす

る。 

（略） 

５ 緊急事態応急対策に従事する者の安全確保関係 

 （１）県は、被ばくの可能性がある環境下で防災業務を行う県職

員がいる場合、緊急事態応急対策に従事する者について国が

定めた放射線防護に係る基準を適用する、または同基準を参

考として、当該緊急事態応急対策に従事する者の放射線防護

に係る指標をあらかじめ定める。 

 （２）県は、国及び鏡野町等と協力し、被ばくの可能性がある環

境下で活動する緊急事態応急対策に従事する者の安全確保の

ための資機材をあらかじめ整備・維持管理する。 

 （３）県は、被ばくの可能性がある環境下で活動する緊急事態応

急対策に従事する者の安全確保のため、平常時から、国、鏡

野町等及び人形峠環境技術センターと相互に密接な情報交換

を行う。 

（略） 

第14節 緊急事態応急対策に従事する者の人材育成 

 県は、国と連携し、応急対策全般への対応力を高めることによ

り、原子力防災対策の円滑な実施を図るため、国、指定公共機関等

が緊急事態応急対策に従事する者に向けて実施する原子力防災に関

する研修の積極的な活用を推進する等、人材育成に努める。 

 また、国及び防災関係機関と連携して、以下に掲げる事項等につ

いて緊急事態応急対策に従事する者に対する研修を必要に応じ実施

する。また、研修成果を訓練等において具体的に確認し、緊急時モ

ニタリングや原子力災害医療の必要性など、原子力災害対策の特殊

性を踏まえ、研修内容の充実を図る。 

（略） 

第３章 災害応急対策 

原子力災害対策指針

に基づく修正 

 

 

 

 

防災基本計画の修正 

 

 

 

原子力災害対策指針

に基づく修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力災害対策指針
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（略） 

第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 

１ 施設敷地緊急事態等発生情報等の連絡 

 （１）情報収集事態が発生した場合 

  ① 原子力規制委員会は、情報収集事態を認知した場合には、

情報収集事態の発生及びその後の状況について、関係省庁及

び関係地方公共団体に対して情報提供を行う。また、関係地

方公共団体に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよ

う連絡する。 

  ② 県は、原子力規制委員会から連絡があった場合など、情報

収集事態の発生を認知した場合には、連絡体制の確立等の必

要な体制をとる。また、情報収集事態の発生を認知したこと

について、周辺市及び関係する指定地方公共機関に連絡す

る。 

 （２）人形峠環境技術センターから警戒事態発生の通報があった

場合 

（略） 

  ② 原子力規制委員会は、警戒事態に該当する自然災害を認知

したとき又は人形峠環境技術センター等により報告された事

象が警戒事態に該当すると判断した場合には、警戒事態の発

生及びその後の状況について、関係省庁、県、鏡野町に対し

情報提供を行う。また、県、鏡野町に対し、連絡体制の確立

等の必要な体制をとるよう連絡する。 

 

  ③ 県は、原子力規制委員会から連絡があった場合など、警戒

事態の発生を認知した場合には、連絡体制の確立等の必要な

体制をとる。また、警戒事態の発生を認知したことについ

て、周辺市及び関係する指定地方公共機関に連絡する。 

 

 （３）人形峠環境技術センターから施設敷地緊急事態発生の通報

があった場合 

  ① 人形峠環境技術センターの原子力防災管理者は、施設敷地

緊急事態発生後、又は発生の通報を受けた場合、直ちに官邸

（内閣官房）、原子力規制委員会、内閣府、県、鏡野町、鳥

取県、関係県警察本部（岡山、鳥取）、津山圏域消防組合、

自衛隊、原子力防災専門官、上席放射線防災専門官（島根担

（略） 

第２節 情報の収集・連絡、緊急連絡体制及び通信の確保 

１ 施設敷地緊急事態等発生情報等の連絡 

 （１）情報収集事態が発生した場合 

  ① 情報収集事態を認知した場合、原子力規制委員会・内閣府

合同情報連絡室は、情報収集事態の発生及びその後の状況に

ついて、関係省庁及び関係地方公共団体に対して情報提供を

行う。また、関係地方公共団体に対し、連絡体制の確立等の

必要な体制をとるよう連絡する。 

  ② 県は、原子力規制委員会・内閣府合同情報連絡室から連絡

があった場合など、情報収集事態の発生を認知した場合に

は、連絡体制の確立等の必要な体制をとる。また、情報収集

事態の発生を認知したことについて、周辺市及び関係する指

定地方公共機関に連絡する。 

 （２）人形峠環境技術センターから警戒事態発生の通報があった

場合 

（略） 

  ② 警戒事態に該当する自然災害を認知したとき又は人形峠環

境技術センター等により報告された事象が警戒事態に該当す

ると判断した場合、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合

同警戒本部は、警戒事態の発生及びその後の状況について、

関係省庁、県、鏡野町に対し情報提供を行う。また、県、鏡

野町に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡

する。 

  ③ 県は、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部

から連絡があった場合など、警戒事態の発生を認知した場合

には、連絡体制の確立等の必要な体制をとる。また、警戒事

態の発生を認知したことについて、周辺市及び関係する指定

地方公共機関に連絡する。 

 （３）人形峠環境技術センターから施設敷地緊急事態発生の通報

があった場合 

  ① 人形峠環境技術センターの原子力防災管理者は、施設敷地

緊急事態発生後、又は発生の通報を受けた場合、直ちに官邸

（内閣官房）、原子力規制委員会、内閣府、県、鏡野町、鳥

取県、関係県警察本部（岡山、鳥取）、津山圏域消防組合、

自衛隊、原子力防災専門官、上席放射線防災専門官（島根担

 

 

 

 

防災基本計画の修正 

 

 

 

 

防災基本計画の修正 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画の修正 
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当）等に同時に文書をファクシミリで送信する。 

    さらに、主要な機関等に対しては、その着信を確認する。 

（略） 

第３節 活動体制の確立 

（略） 

２ 合同対策協議会への出席等 

（略） 

［原子力災害合同対策協議会の組織］ 図中 放射線班 

・モニタリングデータ等の収集・分析、国本部等との情報共有 

（略） 

５ 自衛隊の派遣要請等 

（略） 

  ⑦ 人員及び物資の緊急輸送 

    原子力災害対策本部設置前にあっては原子力規制庁から、

設置後にあっては原子力災害対策本部長から、次の各号に掲

げる事項について、自衛隊の輸送支援が必要として防衛省に

依頼又は要請があった場合には、別に定める申合せにより、

速やかに輸送支援を行う。 

    ア 緊急技術援助組織の構成員たる専門家の招集及び現地

への派遣 

    イ 国の原子炉、放射線防護等に関する専門家の現地への

派遣 

    ウ 緊急モニタリング要員及び機器の動員 

（略） 

６ 防災業務関係者の安全確保 

  県は、原子力緊急事態応急対策にかかわる防災業務関係者の安

全確保を図る。 

 （１）防災業務関係者の安全確保方針 

    県は、防災業務関係者が被ばくするおそれがある環境下で

活動する場合は、県本部（又は県現地本部）と現場指揮者と

の間で連携を密にし、適切な被ばく管理を行うとともに、災

害特有の異常心理下での活動において冷静な判断と行動がと

れるよう配意する。 

    また、二次災害発生の防止に万全を期するため、被ばくす

るおそれがある環境下で作業する場合の防災業務従事者相互

の安全チェック体制を整えるなど安全管理に配意する。 

当）等に同時に文書をファクシミリで送信する。さらに、主

要な機関等に対しては、その着信を確認する。 

（略） 

第３節 活動体制の確立 

（略） 

２ 合同対策協議会への出席等 

（略） 

［原子力災害合同対策協議会の組織］ 図中 放射線班 

・モニタリングデータ等の収集、整理、各班との情報共有 

（略） 

５ 自衛隊の派遣要請等 

（略） 

  ⑦ 人員及び物資の緊急輸送 

    原子力災害対策本部設置前にあっては原子力規制庁から、

設置後にあっては原子力災害対策本部長から、次の各号に掲

げる事項について、自衛隊の輸送支援が必要として防衛省に

依頼又は要請があった場合には、別に定める申合せにより、

速やかに輸送支援を行う。 

    ア 緊急技術援助組織の構成員たる専門家の招集及び現地

への派遣 

    イ 国の原子炉、放射線防護等に関する専門家の現地への

派遣 

    ウ 緊急時モニタリング要員及び機器の動員 

（略） 

６ 緊急事態応急対策に従事する者の安全確保 

  県は、緊急事態応急対策に従事する者の安全確保を図る。 

 

 （１）緊急事態応急対策に従事する者の安全確保方針 

    県は、緊急事態応急対策に従事する者が被ばくするおそれ

がある環境下で活動する場合は、県本部（又は県現地本部）

と現場指揮者との間で連携を密にし、適切な被ばく管理を行

うとともに、災害特有の異常心理下での活動において冷静な

判断と行動がとれるよう配意する。 

    また、二次災害発生の防止に万全を期するため、被ばくす

るおそれがある環境下で作業する場合の防災業務従事者相互

の安全チェック体制を整えるなど安全管理に配意する。 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

原子力災害対策マニ

ュアルに基づく修正 
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に基づく修正 

原子力災害対策指針

に基づく修正 
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    また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のた

め、防災業務関係者の健康管理やマスク着用等を徹底する。 

 （２）防護対策 

  ① 県現地本部長、緊急医療本部長は、緊急時モニタリングセ

ンター長と連携し、必要に応じ、その管轄する防災業務関係

者に対し、防護服、防護マスク、線量計等の防護資機材の装

着及び安定ヨウ素剤の配備等必要な措置を講じるよう指示す

る。 

    また、県現地本部長は、鏡野町その他防災関係機関に対し

ても、防護服、防護マスク、線量計等の防護資機材の装着及

び安定ヨウ素剤の配備等必要な措置を図るよう指示する。 

（略） 

 （３）防災業務関係者の安全確保 

  ① 被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関係者の

放射線防護については、あらかじめ定められた防災業務関係

者の放射線防護に係る基準又は指標に基づき行う。 

 

 

   ［資料16］防災業務関係者の放射線防護に係る指標 

 

（略） 

  ② 県は、被ばくの可能性がある環境下で活動する県職員の被

ばく線量を管理し、健康管理に特段の配慮を行う。また、被

ばくの可能性がある環境下での活動を県が要請した場合、防

災業務関係者が属する組織が実施する被ばく線量の管理や健

康管理を支援する。 

（略） 

 （４）安全対策 

  ① 県は、被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関

係者の安全確保のための資機材を確保する。 

  ② 県は、被ばくの可能性がある環境下で活動する防災業務関

係者の安全確保のため、原子力災害合同対策協議会等の場を

活用して、国、鏡野町及び人形峠環境技術センターと相互に

密接な情報交換を行う。 

（略） 

第３編 放射性物質事故対策 

    また、感染症対策のため、緊急事態応急対策に従事する者

の健康管理やマスク着用等を徹底する。 

 （２）防護対策 

  ① 県現地本部長、緊急医療本部長は、緊急時モニタリングセ

ンター長と連携し、必要に応じ、その管轄する緊急事態応急

対策に従事する者に対し、防護服、防護マスク、線量計等の

防護資機材の装着及び安定ヨウ素剤の配備等必要な措置を講

じるよう指示する。 

    また、県現地本部長は、鏡野町その他防災関係機関に対し

ても、防護服、防護マスク、線量計等の防護資機材の装着及

び安定ヨウ素剤の配備等必要な措置を図るよう指示する。 

（略） 

 （３）緊急事態応急対策に従事する者の安全確保 

  ① 被ばくの可能性がある環境下で活動する緊急事態応急対策

に従事する者の放射線防護については、あらかじめ定められ

た緊急事態応急対策に従事する者の放射線防護に係る基準又

は指標に基づき行う。 

 

   ［資料16］緊急事態応急対策に従事する者の放射線防護に係

る指標 

（略） 

  ② 県は、被ばくの可能性がある環境下で活動する県職員の被

ばく線量を管理し、健康管理に特段の配慮を行う。また、被

ばくの可能性がある環境下での活動を県が要請した場合、緊

急事態応急対策に従事する者が属する組織が実施する被ばく

線量の管理や健康管理を支援する。 

（略） 

 （４）安全対策 

  ① 県は、被ばくの可能性がある環境下で活動する緊急事態応

急対策に従事する者の安全確保のための資機材を確保する。 

  ② 県は、被ばくの可能性がある環境下で活動する緊急事態応

急対策に従事する者の安全確保のため、原子力災害合同対策

協議会等の場を活用して、国、鏡野町及び人形峠環境技術セ

ンターと相互に密接な情報交換を行う。 

（略） 

第３編 放射性物質事故対策 

 

 

 

 

原子力災害対策指針

に基づく修正 

 

 

 

 

 

 

原子力災害対策指針
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図 

（略） 

第３章 事故時の応急対策 

（略） 

第２節 放射性物質取扱事業者等が行う措置 

１ 連絡通報体制 

［放射性物質に係る事故による災害の発生時における情報の収集及

び伝達の系統］ 図中 陸上自衛隊第13特科隊 

（略） 

（略） 

第３章 事故時の応急対策 

（略） 

第２節 放射性物質取扱事業者等が行う措置 

１ 連絡通報体制 

［放射性物質に係る事故による災害の発生時における情報の収集及

び伝達の系統］ 図中 陸上自衛隊中部方面特科連隊第３大隊 

（略） 

 

 

 

 

 

 

組織体制見直しに伴

う修正 

 


